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伊予市第４次障がい者計画等策定業務仕様書 

 

 

１ 業務名 

伊予市第４次障がい者計画等策定業務 

 

２ 業務の目的 

伊予市第３次障がい者計画、第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉

計画（以下「現行計画」という。）は、障害者基本法、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく計画であり、本

市の障がい者・障がい児に関する施策を推進するための指針となるものである

が、その計画期間は令和８年度をもって終了する。 

そのため、本業務は、令和９年度以降の６か年計画となる第４次障がい者計

画、３か年計画となる第８期障がい福祉計画及び第４期障がい児福祉計画（以

下「伊予市第４次障がい者計画等」という。）の策定に当たり、現行計画の現

状分析、アンケート調査の集計・分析の実施、課題の抽出、支援事業の方向性

の検討、事業量の推計及び目標量の設定を行い、計画の策定を支援することを

目的とする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和９年３月 31 日（水）までとする。 

 

４ 支払方法 

業務完了後の精算払とし、業務完了検査済証発行後に請求を受けてから 30 日

以内に支払う。 

 

５ 関係法令等の遵守 

本仕様書のほか、次の関係計画及び規則等諸法令を熟知し遵守するとともに、

策定業務に反映しなければならない。 

⑴ 国の障害者基本計画 

⑵ 国の基本方針 

⑶ 愛媛県障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画 

⑷ 伊予市の各種計画 

 

６ 業務内容（以下の業務に係る経費等は、全て委託料に含むこと。） 

⑴ アンケート調査の実施 

アンケート調査の実施については次のとおりとする。 

ア 調査対象 

障がい者手帳保持者 約 2,000 人  身体、知的、精神 

障がい児手帳保持者 約 100 人  18 歳未満 

障がい児福祉サービス利用児 約 150 人   
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イ 調査票の作成及び印刷 

調査票の内容は、国・愛媛県の方針や、本市の実情に即したものとし、

調査票の構成はＡ４版上質紙を両面印刷で次のとおりとする。 

障がい者 16 ページ程度  

障がい児 16 ページ程度  

ウ 封筒作成、封入作業等及び発送 

・受注事業者は、発送用・返信用封筒を作成し、調査票の発送に係る一切

の業務（封入、封緘、宛名ラベル貼付及び発送等）を行うこと。ただし、

宛名ラベルは市担当課において作成し、受注事業者に無償提供する。 

・調査票の返信先は伊予市市民福祉部福祉課宛とし、受注事業者の費用負

担とする。ただし、郵便局の料金受取人払いで行うこと。 

・返信された調査票は、市役所内で市担当課から受注事業者に受渡しをす

る。ただし、受注事業者の費用負担により発送等による受渡しを希望す

る場合は、別途協議すること。 

エ 調査結果のデータ入力 

データ入力作業は、受注事業者が行うこと。 

オ 集計分析作業 

調査結果の集計分析内容は、本市における伊予市第４次障がい者計画等

策定に向けての課題を抽出した後、単純集計及びクロス集計等の手法を用

いて障がい特性ごとのニーズを明確化し、その結果を計画に反映できる内

容とすること。 

カ アンケート調査結果報告書の作成 

アンケートの集計結果をグラフ化し、分析文を掲載すること。 

また、表やグラフを用いた分かりやすい内容とし、紙媒体及び電子版で

提出すること。 

⑵ 団体・事業所・保育所等（合計 65 か所程度）への調査 

  伊予市内の関係団体や事業所、保育所等に対する意向調査については次の

とおりとし、業務に係る経費等は全て委託料に含むこと。ただし、ヒアリン

グは市担当課において実施する。 

ア  ヒアリングシートの作成 

イ  ヒアリング結果の取りまとめ 

ウ 団体・事業所・保育所等意向報告書の作成 

団体・事業所・保育所等意向報告書は、電子版で提出すること。 

⑶ 現状分析・課題調査   

⑴、⑵の結果を踏まえ、本市における障がい福祉施策の現状と課題の整理

を行い、計画策定の基礎資料として業務を遂行すること。 

ア 基礎データの収集･整理 

イ 国・県・他市町村及び民間事業者の動向の把握 

ウ 将来人口と障がい者数等の統計・推計 

エ 障がい福祉の現状と課題の分析等 

オ 障がい福祉サービスの利用状況と課題の分析 
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⑷ 計画策定 

ア  前期計画の評価・検証 

イ  基本方針・計画の構成検討 

ウ  サービス見込量の推計 

エ  サービス見込量確保の方策検討 

オ  計画骨子・素案の作成 

カ  編集・校正 

⑸ 伊予市障害者福祉計画策定審議会の支援 

  受注事業者は、担当課と十分に協議のうえ会議資料を作成するとともに、

伊予市障害者福祉計画策定審議会に出席し、必要に応じた説明を行うこと。

（３回を想定） 

⑹ パブリックコメントの支援 

ア  パブリックコメント用の資料作成 

イ  パブリックコメントによる意見集約 

ウ  パブリックコメントを受けての見直し案の作成 

⑺ 伊予市第４次障がい者計画等の作成 

ア  原稿データの作成  

イ  原稿（概要版）データの作成 

⑻ 成果品の作成 

  受注事業者は、伊予市第４次障がい者計画等の作成終了後、調査結果報告

書等を作成すること。 

ア 伊予市第４次障がい者計画等 

冊子（Ａ４版 約 120 頁、1 色刷り、表紙レザック紙）  150 部    

  イ 伊予市第４次障がい者計画等（概要版） 

冊子（Ａ４版 8 頁、中綴じ、オールカラー、コート紙） 200 部  

※デザインレイアウト含む。     

ウ アンケート調査報告書及び団体・事業所・保育所等意向報告書 

冊子（Ａ４版）  各 10 部 

  エ 上記成果品の電子データファイル（ Word 形式又は Excel 形式）

をＣＤ－Ｒ等で納品すること。 

  

７ その他 

⑴ 受注事業者は、本業務の着手前に作業工程表を提示し、作業計画について

事前に協議すること。 

なお、仕様書に記載されていない遂行上必要な業務については、本市の指

示を受けるものとする。 

⑵ 本業務は、多分に個人情報を取扱うため、受託事業者は一般社団法人 日本

情報経済社会推進協会が定めるプライバシーマークの付与を受けていること、

又は、同等の第三者評価を受けていることを必須とし、証する書類の写しを

プロポーザル参加申込みの際に併せて提出すること。 

 



- 4 - 

 

⑶ 成果品及び作業工程において作成された資料等に対する一切の権利は本市

に帰属するものとし、これらの成果品・資料等の第三者への提供や内容の転

載については、本市の承諾を得るものとする。 

⑷ 本業務の実施に当たり、他の事業者に再委託することは原則として禁止す

る。ただし、やむを得ない理由により受託業務の一部について再委託を要す

る場合は、書面により本市と事前協議を行う等、本市の承諾を得ること。 

⑸ 成果品に誤りや不備が発見された場合は、委託期間完了後であっても受託

事業者の責任において無償で訂正を行うこと。 

⑹ この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議

するものとし、受託事業は誠意をもって対応すること。 


